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中津川市は、木曽川上流域に広がる中山間地域で、豊かな森林と清流に育まれた自然あふ

れるまちです。これら豊かな自然の源でもある「 森と清流」は、本市のシンボルであり、こ

の貴重な財産を良好な状態で守り、未来へつなげていく責務があります。 

本市ではこれまで 第三次中津川市環境基本計画」に基づき、自然共生・循環・低炭素型

の魅力あふれるまちを目指し、取り組んでまいりました。 

この間、国際的には地球温暖化が原因とされる猛暑や豪雨など、気候変動による災害が頻

発、激甚化し、私たちの生活環境や生命、財産、さらには生態系に深刻な影響を及ぼすなど、

環境を取り巻く状況は大きく変化しております。 

新たに策定する「 第四次中津川市環境基本計画」では、環境問題を解決することにより市

民一人ひとりの生活の質の向上を目指す ウェルビーイング」（より良い暮らし）の考え方

を基本理念に掲げ、2050 年ゼロカーボンシティの実現やリニア中央新幹線の開業に向けた

まちづくり、循環経済の推進など、社会や環境の変化に対応するとともに地域資源を最大限

に活かし、次代を担う子どもたちに誇れる自然環境の保全と持続可能な社会の実現を目指し

ます。 

施策の展開においては、豊かな自然を守り育て人と自然が調和する 自然共生」、地域資

源の循環で地域経済を活性化する 循環経済」、脱炭素と地域課題の同時解決で２０５０年

のゼロカーボンを目指す 脱炭素」、リニア開業による新たなまちづくりと環境保全を両立

する リニア共生」、市民や事業者の皆さま、そして行政が一体となりみんなで未来を創る

社会を構築する「 協働」を５つの柱とし、それぞれの分野を相互に連携させながら、総合的

かつ効果的な取り組みを推進してまいります。 

終わりに、この計画の策定にあたり、多大なるご尽力をいただきました中津川市環境保全

審議会委員の皆さまをはじめ、貴重なご意見やご提言をお寄せいただきました市民及び事業

者の方々に深く感謝申し上げます。 

今後とも、本計画の推進に対し、皆さまのより一層のご支援とご協力をお願い申し上げま

す。 

 

～ 森と清流、未来へつなぐ なかつがわ ～ 

 

 

 

 

市長あいさつ 

中津川市長 小栗 仁志 

令和７（2025）年１２月 





作画について
伊藤 潤二（いとう・じゅんじ）。漫画家。
1963年、岐阜県中津川市（旧・恵那郡坂下町）生まれ。
1987年、第１回楳図賞で佳作入選した「富江」でデビュー。代表作に「富江」シリーズ、「死びとの恋わずらい」、「うずまき」など。
2023年、「第50回アングレーム国際漫画祭」（フランス）で特別栄誉賞、「サンディエゴ・コミコン」でインクポット賞を受賞。アメリカの

権威ある漫画賞「アイズナー賞」で、2019年「伊藤潤二傑作集10 フランケンシュタイン」で最優秀コミカライズ賞を受賞したのを皮切りに、
2021年に2部門、2022年と立て続けに４度受賞し、さらに2025年にアイズナー賞殿堂入りを果たす。伊藤潤二先生の作品は、日本だけでなく世
界中にファンを持つ。

2025年５月、中津川市観光大使に就任。
※イラストについては、中津川市が提供したイメージをもとに伊藤潤二先生に作画いただきました。
※このイラストを許可なく転載、複製、改変することは禁止いたします。

イメージイラストについて
イラストは、「環境対策を何もしなかった場合の2050年」をイメージしています。
2010年代は、観測史上最も暑い10年でした。このまま地球温暖化が進むと、気候

のパターンが変化し、「日照りによる干ばつ、山火事の増加、熱中症の増加」「農
作物の収穫量の減少による食糧不足」「暴風雨の規模や発生数の増加」など、私た
ちの生活に様々な影響が出るといわれています。
加えて、ごみの不法投棄や工場排ガスなど、地球温暖化以外の脅威も存在します。
私たちが環境についての取り組みをやめてしまったとき、訪れるのはこのような

恐ろしい未来かもしれません。

2050年、地球はどうなる――。

©ジェイアイ
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第１章 計画の基本的事項 

１  計画策定の背景と目的 

中津川市環境基本計画は、中津川市環境基本条例第７条に基づき、良好な環境の保全と創出に関す

る施策を総合的・計画的に推進することを目的として策定されるものです。 

本市は、平成 16（ 2004）年３月に第一次計画となる（ 中津川市環境基本計画」を策定しました。そ

の後、平成 19（ 2007）年３月に 第二次中津川市環境基本計画」、平成 28（ 2016）年３月に 第三次

中津川市環境基本計画」を策定し、計画策定から５年が経過した令和３ 2021）年３月には中間見直

しを実施しました。 

 この間、国際的には、地球規模での脱炭素化への取組が更に加速し、我が国においても令和２ 2020）

年に 2050 年カーボンニュートラル宣言」が表明されるなど、脱炭素社会の実現に向けた動きが本

格化しています。また、令和４ 2022）年には生物多様性条約第 15回締約国会議 COP15）において

 昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択され、2030 年までに陸と海の 30％以上を保護地域

等として保全する 30by30（ ーーィ・・イ・・ーーィ・）目標」の達成が国際的な目標として設定さ

れました。 

 こうした国際動向を踏まえ、我が国では令和６ 2024）年５月に 第六次環境基本計画」が策定さ

れ、 ウェルビー・ング／高い生活の質」をすべての施策の上位目標として位置づけ、環境・経済・

社会の統合的向上を図るという新たな方向性を示しました。 

 本市においては、こうした社会情勢の変化に対応し、令和３（ 2021）年３月に区長会連合会と共同

で ゼロカーボンシィ・宣言」を行い、2050 年二酸化炭素排出実質ゼロを目指すことを表明しまし

た。併せて、令和５（ 2023）年５月に（ 中津川市地域脱炭素ロードマップ」を策定し、脱炭素社会の

実現に向けた具体的な道筋を示しました。 

 一方で、気候変動の影響による自然災害の激甚化・頻発化、マ・クロプラスチックによる海洋汚染、

外来生物の増加による生態系への影響、里地里山の荒廃による生物多様性の損失など、環境に関する

問題は多様化、複雑化するとともに新たな課題も生じています。また、リニア中央新幹線の開業に向

けた準備が進むなか、環境に配慮したまちづくりの推進も本市の重要な課題です。 

 こうした、国際的な環境政策の動向、国・県の計画改定、2050 年ゼロカーボンシィ・の実現、循環

型社会・生物多様性に係る新たな取組の推進、リニア中央新幹線開業に向けたまちづくりなどの社会

動向、環境を取り巻く状況の変化に対応し、本市の良好な環境の保全と創出に向けた環境分野におけ

る最上位計画として、 第四次中津川市環境基本計画」を策定します。 

 

 

 

 

 

  

※ この計画書では、第四次中津川市環境基本計画を 本計画」、令和３年３月に策定された第

三次中津川市環境基本計画 中間見直し版）を 前計画」と表記します。 
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２  計画の位置づけ 

中津川市環境基本計画は、中津川市総合計画を上位計画とし、最上位の理念計画かつ環境施策の根

幹をなす実行計画として位置付けられます。策定にあたっては、市の条例・関連計画のほか、国の法

令・計画等や県の条例・計画等とも整合性を図っています。 

また、地球温暖化対策実行計画や生物多様性戦略といった法令等で定められた諸計画を内包する

とともに、一般廃棄物処理基本計画等の関連する計画を引用しています。 

 

 

 

  

図 １-１ 中津川市環境基本計画の位置づけ 

第 四 次 中 津 川 市 環 境 基 本 計 画

◼ 中 津 川 市 地 球 温 暖 化 対 策 実 行 計 画

◼ 中 津 川 地 域 脱 炭 素 ロ ー ド マ ッ プ

◼ 地 域 新 エ ネ ル ギ ー ビ ジ ョ ン

◼ 中 津 川 市 省 エ ネ 節 電 計 画

◼ 中 津 川 市 生 物 多 様 性 地 域 戦 略

◼ 中 津 川 市 一 般 廃 棄 物 処 理 基 本 計 画

内包する計画

引用する計画

関 連 計 画

◼ 都市計画マスタープラン
◼ 立地適正化計画
◼ 中津川市人口ビジョン
◼ 地域公共交通計画
◼ 農業振興ビジョン
◼ 林業振興ビジョン
◼ 地域防災計画
◼ リニアのまちづくりビジョン

県の条例・計画国の法律・計画

◼岐阜県環境基本条例 等◼環境基本法

◼各種公害関連法

◼地球温暖化対策推進法 等

◼環境基本計画

◼地球温暖化対策計画

◼循環型社会形成推進基本計画

◼生物多様性国家戦略 等

中 津 川 市 総 合 計 画

条 例

◼ 中津川市環境基本条例
◼ 中津川市環境保全条例
◼ 中津川市自然環境等と再
生可能エネルギー発電事
業との調和に関する条例

◼岐阜県環境基本計画

◼岐阜県地球温暖化防止・

気候変動適応計画

◼岐阜県廃棄物処理計画

◼生物多様性ぎふ戦略 等
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３  将来の環境像 

 将来の環境像」とは、本市が良好な環境を保全（・創出していくため、最終的な目標とするべき理

想の将来像のことです。 

環境に関するあらゆる施策や取組を立案（・実施する際、はじめに（ 将来の環境像」に向かって進ん

でいるかどうかを判断軸とすることで、その時々の情勢に柔軟に対応しつつ、本市としてあるべき環

境の姿へと進んでいることを確認します。 

 

 将来の環境像」を設定するにあたり、市民（・事業者等へのヒアリングから、本市の環境施策に必

要な要素を ５つのキーワード」として抽出しました。その上で、 将来の環境像」を以下のとおり

設定しました。 

 

 

  

将来の環境像

森と清流、未来へつなぐ なかつがわ

自然共生

KEYWORD
自然豊かな森林、清流、田園風景を守り育て、人と自然が調和し

た持続可能な地域社会を創造します

循環経済

脱炭素

リニア共生

キ ー ワ ー ド

協 働
市民・事業者・行政による協働で、みんなで未来を創る社会を構

築します

地域資源の循環により環境負荷を減らし、地域経済の活性化を

実現します

現在の豊かな自然を次世代までつなぎ、リニア開業による新た

なまちづくりと環境保全を両立させます

脱炭素と地域課題の同時解決により、2050年ゼロカーボンを

目指します

「森と清流」は中津川市のシンボルであり、守るべき一番の存在です。

そして、将来の中津川市のために、みんなで「創る・守ること」が重要であり、

この風景を未来につなげていく情景こそが、本市の将来の環境像であります。

もり せいりゅう みらい

せいりゅう そんざい

しょうらい つく

じょうけい
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４  計画の基本方針 

 本計画では、豊かな森林と清流に代表される本市の自然の恵みを次世代に継承し、リニア開業とい

う新たな時代を迎える中で、持続可能な地域社会を構築することを目指します。 

 本計画の推進にあたっては、環境・経済・社会の統合的向上を図る ウェルビー・ング（ well-being」

の考え方を基本理念とし、環境保全の取組を通じて市民一人ひとりの生活の質の向上を実現してい

きます。これは、単に環境問題を解決するだけでなく、地域経済の活性化や地域コミュニィ・の充実

など、様々な地域課題の同時解決を図るものです。 

 施策の展開においては、（ 自然共生」 循環経済」 脱炭素」 リニア共生」 協働」を５つの柱とし、

それぞれの分野を相互に連携させながら、総合的かつ効果的な取組を推進します。これらの分野は独

立したものではなく、例えば森林整備による脱炭素化と生物多様性保全の同時達成、廃棄物の資源化

による循環経済の構築と地域雇用の創出など、複数の効果を同時に生み出すことを重視します。 

 また、ゼロカーボンシィ・の実現、循環型経済の構築、生物多様性の保全等、環境に係る課題を解

決するためには、技術革新や制度改革だけでなく、市民・事業者・行政が一体となった行動変容が必

要不可欠です。このため、あらゆる主体が参加する協働・パートナーシップを支援し、環境教育の充

実や情報発信の強化を通じて、すべての主体が環境に配慮した行動を自主的に実践できる地域社会

の構築を目指します。 

 今後、本市はリニア中央新幹線の開業により、新たな交流や経済活動の拡大が期待されます。この

好機を活かし、環境と調和した持続可能な地域発展のモデルケースとなるよう、計画的かつ戦略的な

取組を展開していきます。 

  

 
図 １-２ 計画の基本方針 イメージ図 

  

自然共生

循環経済

リニア共生

脱炭素

協働

森と清流、未来へつなぐ なかつがわ

５つの柱

もり せいりゅう みらい
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５  計画期間 

 本計画の取組期間は、令和８ 2026）年度から令和 17 2035）年度までの 10年間とします。 

 この間、社会情勢や環境に係る動向の変化を踏まえ、５年 令和 12（ 2030）年度）を目途に見直し

を行います。 
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図 １-３ これまでの計画策定の経緯 
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（３） 市の現状及び課題 

 本市は、木曽川上流域の山間に開けた中山間地域であり、豊かな森林と清流に育まれた自然あふれ

るまちです。市内に広がるのどかな里地里山や、そこにある湧水湿地帯には、固有かつ希少な自然生

態系が存在しています。 

このような地理的特性から、本市は古くから自然の恵みを取り入れることにより発展し、自然に根

ざした風土・文化を育ててきました。しかし、少子高齢化や人口減少、産業構造や生活様式の変化な

ど様々な要因により、里地里山の利用が減り、自然の荒廃や文化の逸失につながりつつあります。 

このような状況を背景に、本市では、前計画に（ 中津川市生物多様性地域戦略」を内包し、自然と

共生するための地域の在り方と施策を示してきました。 

 

① 森林・里地里山の現状と課題 

本市は、市域の約８割を森林が占める森林都市であり、林業とともに歩んできた歴史があります。

森林構成をみると、民有林が約６割を占め、そのうち６割が人工林といずれも岐阜県の平均を上回っ

ています。また、人工林のうち約 50％はヒノキ人工林であり、東濃桧の産地であることが顕著に表

れています。 

民有林を適切に保つため、間伐等の森林整備を推進する施策に取り組んでいますが、人口減少や高

齢化による深刻な担い手不足によって適切な森林整備が行き届いておらず、手入れの行き届いてい

ない人工林が約1万haに上り、間伐材の７～８割が山林に放置されているといった現状があります。 

このような課題に対して、本市では、令和４ 2022）年に 中津川市林業振興ビジョン」を策定し

ました。 豊かで恵みある森林を次世代へ」を基本理念とし、 健全で豊かな森林づくりの推進」 持

続的な林業・木材産業の振興」 人材育成の推進」という３つの基本方針を打ち立て、施策・取組を

進めています。 
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図 ２-３ 中津川市民有林人工林 齢級別面積・蓄積分布 

（出典：岐阜県森林・林業統計書（令和５年度版）をもとに作成） 

 間伐が必要な時期を
過ぎた森林が多く 
残されています 
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④ 特定外来生物対策の現状と課題 

特定外来生物とは、海外から日本にやってきた生物のうち、生態系や人の生命・身体、農作物等に

被害を及ぼす可能性があるもののことです。本市においても、動物ではアラ・グマやヌートリア、植

物ではオオキンケ・ギク等の特定外来生物が確認されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 河川・水環境の現状と課題 

木曽川をはじめとする本市の清流は、豊かな森林

と並び本市を特徴づける貴重な財産です。 

本市の河川水質は、下水道整備や合併処理浄化槽

の普及により大幅な改善が図られており、近年では

 川がきれいになり、子どもが水遊びできるように

なった」との市民の声も聞かれています。 

河川をフ・ールドにした環境学習も盛んに行われ

ており、カワゲラウォッチングの実施数は県下で最

多です。しかし、近年では指導者の高齢化が課題と

なっています。 

 

  

※ 特定外来生物を見かけたら・・・ 

  特定外来生物は、法律により栽培・飼育・運搬・販売が禁止されています。不用意に捕まえず、ま

ずは管理者や行政機関にご相談ください。 

図 ２-７ 本市に生息する特定外来生物（出典：環境省 外来種写真集） 

ヌートリア アライグマ オオキンケイギク 

図 ２-８ カワゲラウォッチングの様子 
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Column
木曽三川流域連携による取組 

木曽三川流域の水環境は、上中流域の人々の活動に大きく依存していますが、これらの地域

では高齢化や過疎化、農林業の衰退など様々な課題を抱えています。将来にわたり木曽三川の

恩恵を受けるためには、河川をはじめとする健全な水環境を守っていく必要があり、上中流域

が抱える様々な事項に対して、流域全体で議論していくことが必要となっています。 

そこで、平成 23 年に「水でつながる命」をテーマに木曽三川流域自治体連携会議が設立さ

れました。令和６（2024）年 10月には中津川市で「第 13回木曽三川流域自治体サミット in中

津川市」が開催され、流域全体の河川や水について考えました。そのほか、マルシェやフォト

コンテストなど流域全体で様々な取組を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木曽三川での流域的な取組は、上流から下流まで、行政、市民、企業、NPO など多様な主体

が連携し、それぞれの特性を活かしながら水環境保全に取り組む先進的な事例です。この取組

を通じて、木曽三川の豊かな水の恵みが次世代に確実に引き継がれていくことが期待されま

す。私たち一人ひとりが「水でつながる命」の一員として、日々の生活の中で水環境を大切に

する意識を持ち続けることが、この美しい木曽三川を未来に残していく第一歩となるのです。 

（写真出典：木曽三川流域自治体連携会議ホームページ） 

図 ２-９ 木曽三川流域自治体連携会議の取組方針 

図 ２-１０ 構成自治体 図 ２-１１ 木曽三川流域自治体サミット 
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２  資源循環に関する現況と課題 

（１） 国の動向 

 地球規模での資源制約や環境負荷の増大を背景に、従来の大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済

社会シスィムから脱却し、資源の循環利用を基盤とした持続可能な社会への転換が世界的に進めら

れています。 

 我が国では、令和６ 2024）年８月に 第五次循環型社会形成推進基本計画」が策定され、資源消

費の最小化や廃棄物の発生抑制を通じて、気候変動、生物多様性損失、環境汚染等の社会課題の解決

に貢献する 循環経済への移行」が最重要課題として位置づけられました。この計画では、資源循環

により我が国の温室効果ガス排出量の約 36％を削減できる可能性があるとされており、脱炭素化と

資源循環の一体的推進が明確化されています。 

 加えて、人口減少や高齢化の進展により、従来の廃棄物処理体制の見直しが急務となっています。

特に地方自治体においては、処理施設の老朽化と更新費用の増大、収集・運搬の非効率化、処理施設

の維持管理費の増加といった課題に直面しており、広域連携による処理体制の効率化・集約化が重要

な解決策として注目されています。国では、こうした地域課題に対応するため、複数の市町村による

広域処理シスィムの構築支援や、処理施設の統廃合による運営効率化を推進しており、人口減少社会

に適応した持続可能な廃棄物処理体制の確立を目指しています。 

 また、令和４ 2022）年４月に施行された プラスチック資源循環法」により、プラスチック製品

の設計から廃棄・リー・クルまでのラ・フー・クル全体での資源循環が促進されています。市区町村

においては、プラスチック製容器包装とプラスチック製品を一括回収することが努力義務として規

定され、より効率的なリー・クル体制の構築が求められています。 

 さらに、令和２ 2020）年５月に施行された 食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」では、

2030 年度までに食品ロスを 2000 年度比で半減させる目標が設定されており、事業者だけでなく家庭

での食品ロス削減の取組強化が重要な課題となっています。 

 デジタル技術の活用につい

ては、IoT や AI を活用したご

み収集の効率化、リー・クル

技術の高度化、資源循環に関

する情報の見える化などによ

り、循環経済の実現を支援す

る取組が推進されています。

特に人口減少地域において

は、収集ルートの最適化や処

理施設の効率的運用により、

コスト削減と環境負荷軽減を

同時に実現する取組が期待さ

れています。  

図 ２-１２ 各主体の連携と役割 

（出典：環境省「第五次循環型社会形成推進基本計画 概要版」） 
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（２） 岐阜県の動向 

 岐阜県では、令和３（ 2021）年３月に策定された（ 第３次岐阜県廃棄物処理計画」において、循環

型社会の形成に向けた取組を総合的に推進しています。この計画では、 廃棄物の排出抑制・循環的

利用及び適正処理の推進」 美しい生活環境の保全」 災害・感染症・気候変動への備え」の３つを施

策の柱として設定しており、第３次計画の新たな取組として、 プラスチックごみ削減の推進」 食品

廃棄物削減の推進」 各主体との連携強化」を推進していくこととしています。 

 特に、県では食品ロス削減に重点的に取り組んでおり、 ぎふ食べきり運動」を展開して、事業者・

消費者双方における食品ロス削減の意識向上と行動変容を促進しています。また、 はじめよう、フ

ードラ・ブ 岐阜県フードドラ・ブ実施マニュアル」を作成し、フードドラ・ブの啓発を行っていま

す。 

プラスチックごみについても、岐阜県プラスチック・スマート事業所 ぎふプラスマ！」などの取

組により、使い捨てプラスチックの削減と適正なリー・クルの推進を図っています。 

廃棄物処理体制については、市町村の枠を超えた広域連携による効率的な処理シスィムの構築を

支援しており、処理施設の集約化・高度化により、環境負荷の軽減とコスト削減の両立を目指してい

ます。 

 さらに、平成 28（ 2016）年３月に 岐阜県災害廃棄物処理計画」を策定し、大規模災害時における

迅速かつ適正な廃棄物処理体制の整備を進めており、近年の気候変動による災害の激甚化・頻発化を

踏まえ、平時からの備えと関係機関との連携体制の強化を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Column
「食品ロス」を減らすには 

食品ロスとは、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。日本では年間約

472 万トン（2022 年度）の食品ロスが発生しています。これは、国民一人当たり毎日お茶碗

約１杯分の食べ物を捨てている計算になります。 

食品ロスは大きく「事業系（食品工場や飲食店から出るもの）」と「家庭系（家庭から出

るもの）」に分類されます。事業系食品ロスについては、食品製造業や外食産業などが継続

的に取組んでおり、2030 年度の目標（273 万トン）を 8年前倒しで達成しました。一方、家

庭系食品ロスはさらなる削減が必要です。 

家庭での食品ロス削減には、「食べ残し」

「廃棄食品」「過剰除去」の３つの要因への

対策が重要です。具体的には、①冷蔵庫の在

庫確認をしてから買い物をする、②すぐに食

べる商品は陳列順に購入する、③食材を無駄

にしないレシピを活用する、④賞味期限と消

費期限の違いを理解する、などが挙げられま

す。 図 ２-１３ 食品ロス削減パンフレット 

（出典：消費者庁） 
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② 施設整備に関する取組状況と課題 

ごみ処理施設や下水処理施設といった施設の老朽化に加え、これからの人口減少時代を見据え、効

率的で環境負荷の少ない新たな廃棄物処理体制の構築が求められています。 

本市においては、恵那市と広域によるごみ処理施設整備の検討が進められています。また、下水処

理施設についても県によって処理場の統合が計画されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 災害対応体制に関する取組状況と課題 

 災害時に発生する大量の廃棄物を迅速かつ適正に処理し、市民の生活環境の保全と速やかな復旧・

復興を図るため、平成 24（ 2012）年度に 中津川市災害廃棄物処理基本計画」を策定し、災害に備え

てきました。平時からの関係機関との連携体制構築、仮置場の確保、処理手順の明確化、広域的な連

携強化などが重要な課題と考えられます。 

 

④ 市民参画に関する取組状況と課題 

 資源循環の推進には市民一人ひとりの理解と協力が不可欠です。 中津川市ごみ減量検討市民会議」

 住みよい環境づくり推進員」などを設け住民参画を促すと同時に、分別ルールの周知徹底、環境教

育の充実、地域コミュニィ・との連携強化など、住民を巻き込んだ継続的な啓発活動と住民参加の仕

組みづくりが課題となっています。  

図 ２-１５ 環境センター 図 ２-１６ 最終処分場 

図 ２-１７ 汚泥処理センター 図 ２-１８ 市内浄化管理センター（坂下） 
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３  脱炭素に関する現況と課題 

（１） 国の動向 

パリ協定の批准以降、国際的な脱炭素の流れは加速しており、日本もそれに呼応する形で脱炭素の

取組を進めてきました。 

我が国は、令和２ 2020）年に 2050 年カーボンニュートラル宣言」を表明し、その後 2030 年度

の温室効果ガス削減目標を 2013 年度比 46％削減」とし、さらに 50％の高みを目指すとしました。

令和６ 2024）年度に策定された（ 地球温暖化対策計画」では、2035 年度 60％削減、2040 年度 73％

削減という中間目標を設定し、2050 年ゼロカーボンの実現に向けた道筋を明確化しています。また、

これらの新たな削減目標の実現に向けた対策・施策が位置付けられており、地方公共団体においても

国の計画との整合性を図った計画策定が求められています。 

2050 年ゼロカーボンに向けて、国は 環境と経済の好循環」を基本理念とし、排出削減と経済成長

の同時実現を目指しています。令和５ 2023）年に策定された GX 推進戦略」では、産業構造や社会

シスィムの変革を通じた脱炭素化を推進するとともに、グリーン・ノベーションなどあらゆる政策

を総動員した統合的アプローチを展開しています。 

また、令和３ 2021）年に決定された 地域脱炭素ロードマップ」では、地球温暖化対策において、

行政、事業者、市民などあらゆる主体で構成されたパートナーシップによる取組が重要視されており、

中でも地域脱炭素が重要な役割を担うとしています。地方公共団体においては、その地域の自然的・

社会的条件に応じた温室効果ガス削減施策の展開が求められています。 

 

 

 

 

 

 

  

図 ２-１９ 日本の温室効果ガス排出量の推移と将来の目標（出典：環境省） 


